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（
請
求
の
趣
旨
）

１　

原
告
ら
が
自
ら
開
設
し
、
あ
る
い
は
保
険
医
と
し
て
従
事

す
る
保
険
医
療
機
関
が
、
保
険
者
に
対
し
療
養
の
給
付
の
費
用

を
請
求
す
る
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、

電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
て
行
う
方
法

に
限
定
さ
れ
る
義
務
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

２　

被
告
は
各
原
告
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
金
１
１
０
万
円
及
び

こ
れ
に
対
す
る
訴
状
送
達
の
日
の
翌
日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
年

５
分
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
。

３　

訴
訟
費
用
は
被
告
の
負
担
と
す
る
。

と
の
判
決
を
求
め
る
。

（
請
求
の
原
因
）

第
１　

当
事
者

１　

原
告
ら
（
保
険
医
と
し
て
の
医
師
・
歯
科
医
師
）

　

原
告
ら
は
い
ず
れ
も
医
師
ま
た
は
歯
科
医
師
で
あ
り
、
健
康

保
険
法
に
基
づ
く
登
録
を
受
け
た
保
険
医
と
し
て
、
近
畿
２
府

４
県
を
中
心
と
す
る
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
健
康
保
険
ま
た

は
国
民
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
し
て
い
る
者
で
あ
る
。

　

本
件
訴
訟
は
、
原
告
ら
が
登
録
保
険
医
と
し
て
医
療
に
従
事

す
る
保
険
医
療
機
関
が
保
険
者
に
対
し
診
療
報
酬
を
請
求
す
る

に
つ
い
て
、
後
述
の
厚
労
省
令
１
１
１
号
に
基
づ
き
、
い
わ
ゆ

る
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
義
務
化
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
き
、
被
告

国
と
の
間
の
公
法
上
の
法
律
関
係
（
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化

を
定
め
た
厚
労
省
令
の
有
効
性
）
を
争
う
べ
く
、
保
険
医
療
機

関
本
人
と
し
て
（
個
人
で
開
業
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
）、
あ

る
い
は
法
人
で
あ
る
保
険
医
療
機
関
の
開
設
者
本
人
と
し
て
、

さ
ら
に
は
、
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
日
々
医
療
行
為
に
従
事

し
て
い
る
保
険
医
と
し
て
、
本
件
訴
訟
の
原
告
と
な
っ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
原
告
ら
は
、
法
令
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
保
険

医
と
し
て
、
日
々
の
医
療
行
為
に
従
事
し
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
の
効
力
に
関
し
、
保
険
医
療
機

関
本
人
な
い
し
、
こ
れ
と
同
視
し
う
る
立
場
、
あ
る
い
は
準
ず

る
立
場
に
あ
る
医
師
・
歯
科
医
師
と
し
て
、
本
件
確
認
訴
訟

（
行
政
事
件
訴
訟
法
４
条
後
段
の
公
法
上
の
法
律
関
係
に
関
す

る
確
認
訴
訟
）
を
提
起
す
る
に
足
り
る
地
位
・
資
格
及
び
利
益

を
十
分
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
訴
訟
提
起
の
時
点
に
お
い
て
、
原
告
ら
の
総
数
は
近
畿
２

府
４
件
を
中
心
に
２
４
５
名
、
に
及
ぶ
。

２　

被
告
（
国
）

　

上
記
の
通
り
本
件
訴
訟
は
、
保
険
医
療
機
関
が
診
療
報
酬
を

請
求
す
る
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
基
づ
く
い
わ
ゆ

る
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
義
務
化
さ
れ
た
こ
と
を
争
う
も
の
で
あ

り
、
あ
わ
せ
て
国
家
賠
償
の
請
求
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
義
務
化
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定

め
る
厚
生
労
働
省
令
、
２
０
０
６
年
（
平
成
18
年
）「
療
養
の

給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求

に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」（
厚
労
省
令
１
１

１
号
）
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（
２

０
０
８
年
４
月
１
日
施
行
）。

　

こ
の
よ
う
に
保
険
医
療
機
関
の
費
用
請
求
方
法
に
つ
き
、
オ

ン
ラ
イ
ン
請
求
に
限
定
す
る
形
で
公
法
上
の
法
律
関
係
が
形
成

さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
省
令
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
公
法
上
の
法
律
関
係
（
確
認
訴
訟
）
を
争
う
一

方
当
事
者
（
被
告
）
に
な
る
の
は
行
政
主
体
と
し
て
の
国
と
な

る
。
ま
た
同
時
に
被
告
国
は
国
家
賠
償
法
上
の
責
任
主
体
で
も

あ
る
。

第
２　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
制
度
義
務
化
へ
の
経
過

１　

法
的
位
置
付
け

（
１
）
診
療
報
酬
請
求
に
関
す
る
法
の
規
定
（
略
）

（
２
）
請
求
省
令

　

健
康
保
険
法
76
条
６
項
、
国
民
健
康
保
険
法
45
条
８
項
に
よ

り
、
保
険
医
療
機
関
等
の
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
の
請
求

に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
省
令
は
「
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療

に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」（
昭
和
51
年
厚
生
省

令
第
36
号
）
で
あ
る
。（
以
下
「
請
求
省
令
」
と
い
う
）

ア
．
改
正
前
の
請
求
省
令

　

後
述
す
る
２
０
０
６
年
（
平
成
18
年
）
厚
生
労
働
省
令
第
１

１
１
号
に
よ
る
改
正
前
の
請
求
省
令
第
１
条
１
項
は
次
の
通
り

で
あ
っ
た
。

（
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費

用
の
請
求
）

第
１
条　

保
険
医
療
機
関
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
、
老
人

保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
令
第
二

号
）
第
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し
く
は

診
療
所
若
し
く
は
次
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付

（
以
下
「
公
費
負
担
医
療
」
と
い
う
。）
を
担
当
す
る

病
院
若
し
く
は
診
療
所
（
以
下
単
に
「
保
険
医
療
機

関
」
と
い
う
。）
又
は
保
険
薬
局
、
同
項
各
号
に
掲
げ

る
薬
局
若
し
く
は
公
費
負
担
医
療
を
担
当
す
る
薬
局

（
以
下
単
に
「
保
険
薬
局
」
と
い
う
。）
は
、
療
養
の

給
付
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）

第
百
四
十
五
条
に
規
定
す
る
特
別
療
養
費
、
入
院
時
食

事
療
養
費
、
特
定
療
養
費
、
家
族
療
養
費
及
び
高
額
療

養
費
の
支
給
を
含
む
。
第
八
号
を
除
き
、
以
下
同

じ
。）、
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十

号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
（
入
院
時
食
事
療
養
費
及
び

特
定
療
養
費
の
支
給
を
含
む
。
以
下
「
老
人
医
療
」
と

い
う
。）
又
は
公
費
負
担
医
療
に
関
し
費
用
を
請
求
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
険
医
療
機
関
に
あ
っ
て
は
診

療
報
酬
請
求
書
に
診
療
報
酬
明
細
書
を
、
保
険
薬
局
に

あ
っ
て
は
調
剤
報
酬
請
求
書
に
調
剤
報
酬
明
細
書
を
添

え
て
、
こ
れ
を
当
該
診
療
報
酬
請
求
書
又
は
調
剤
報
酬

請
求
書
の
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。（
傍
線
部
は
後
記
改
正
の
対
応
部
分
）。

イ
．
改
正
後
の
請
求
省
令

　

厚
生
労
働
大
臣
は
２
０
０
６
年
４
月
10
日
「
療
養
の
給
付
、

老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」（
平
成
18
年
厚
生
労
働
省

令
第
１
１
１
号
）
を
公
布
し
た
。
こ
の
省
令
第
１
１
１
号
に
基

づ
き
、
２
０
０
８
年
４
月
１
日
施
行
分
か
ら
、
前
記
請
求
省
令

第
１
条
１
項
は
次
の
通
り
改
正
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
、
オ
ン
ラ

イ
ン
請
求
制
度
の
義
務
化
で
あ
る
。

（
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費

用
の
請
求
）

第
１
条　

保
険
医
療
機
関
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
、
老
人

保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
令
第
二

号
）
第
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し
く
は

診
療
所
若
し
く
は
次
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付

（
以
下
「
公
費
負
担
医
療
」
と
い
う
。）
を
担
当
す
る

病
院
若
し
く
は
診
療
所
（
以
下
単
に
「
保
険
医
療
機

関
」
と
い
う
。）
又
は
保
険
薬
局
、
同
項
各
号
に
掲
げ

る
薬
局
若
し
く
は
公
費
負
担
医
療
を
担
当
す
る
薬
局

（
以
下
単
に
「
保
険
薬
局
」
と
い
う
。）
は
、
療
養
の

給
付
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）

第
百
四
十
五
条
に
規
定
す
る
特
別
療
養
費
、
入
院
時
食

事
療
養
費
、
特
定
療
養
費
、
家
族
療
養
費
及
び
高
額
療

養
費
の
支
給
を
含
む
。
第
八
号
を
除
き
、
以
下
同

じ
。）、
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十

号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
（
入
院
時
食
事
療
養
費
及
び

特
定
療
養
費
の
支
給
を
含
む
。
以
下
「
老
人
医
療
」
と

い
う
。）
又
は
公
費
負
担
医
療
に
関
し
費
用
を
請
求
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同

じ
。）
と
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担

医
療
に
関
す
る
費
用
（
以
下
、「
療
養
の
給
付
費
等
」

と
い
う
。）
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
保
険
医
療
機
関

又
は
保
険
薬
局
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気

通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
を
使
用
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

る
方
式
に
従
っ
て
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
審
査
支

払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。」（
傍
線
部
が

改
正
部
分
）

（
３
）
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
義
務
化

　

厚
労
省
令
第
１
１
１
号
は
、
保
険
医
療
機
関
等
の
診
療
報
酬

等
の
請
求
方
式
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
し
た
方
法
に

限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
診
療
報
酬
の
請
求
方
式

を
「
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
」
と
呼
ぶ
。
本
省
令
に
よ
る
改
正
以
前

は
、
保
険
医
療
機
関
等
の
診
療
報
酬
等
の
請
求
に
は
次
の
方
式

が
あ
っ
た
。

①　

書
面
に
よ
る
請
求
（
略
）

②　

光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
（
略
）

③　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
（
略
）

　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
方
式
導
入
に
つ
い
て
は
、
保
険
医
療
機
関

等
の
種
別
や
規
模
、
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
状
況
等
に
応

じ
て
経
過
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
厚
労
省
令
第
１
１
１
号

第
４
条
、
請
求
省
令
附
則
４
条
）。
し
か
し
、
こ
の
経
過
措
置

に
よ
っ
て
も
、
２
０
１
１
年
４
月
１
日
以
降
は
、
医
科
、
歯
科

と
も
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
保
険
医
療
機
関
が
こ
の
オ
ン
ラ
イ

ン
請
求
方
式
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
な
お
、
診
療
報
酬
明
細
書

（
レ
セ
プ
ト
、
以
下
単
に
レ
セ
プ
ト
と
す
る
）
の
請
求
件
数
が

少
数
（
医
科
に
つ
い
て
年
間
１
２
０
０
件
以
下
、
歯
科
に
つ
い

て
年
間
６
０
０
件
以
下
）
の
医
療
機
関
に
つ
い
て
の
例
外
的
措

置
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
２
０
１
３
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
で
厚

生
労
働
大
臣
の
定
め
る
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
遅
く
と

も
同
日
ま
で
に
す
べ
て
の
保
険
医
療
機
関
に
つ
い
て
診
療
報
酬

請
求
の
方
法
と
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　

す
な
わ
ち
、
保
険
医
療
機
関
等
の
診
療
報
酬
請
求
方
式
に
つ

い
て
、
前
記
①
及
び
②
の
方
式
は
認
め
ら
れ
ず
、
③
の
オ
ン
ラ

イ
ン
請
求
方
式
に
一
本
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

２　

レ
セ
プ
ト
作
成
・
提
出
の
方
法

（
１
）
現
在
、
医
療
機
関
が
レ
セ
プ
ト
を
支
払
基
金
又
は
国
保

連
合
会
に
作
成
・
提
出
す
る
方
法
に
は
、
下
記
の
４
種
類
（
提

出
方
法
の
み
に
着
目
し
て
分
類
す
れ
ば
、
前
項
記
載
の
と
お

り
、
紙
・
電
子
媒
体
・
オ
ン
ラ
イ
ン
の
３
種
類
と
な
る
。）
が

あ
る
。（
以
下
、
略
）

　

こ
れ
ま
で
、
各
医
療
機
関
は
、
作
成
す
る
レ
セ
プ
ト
の
内
容

や
枚
数
に
照
ら
し
て
、
費
用
対
効
果
の
観
点
か
ら
、
レ
セ
プ
ト

の
提
出
方
法
を
選
択
し
て
い
た
。
本
件
改
正
省
令
は
、
こ
の
選

択
の
余
地
を
な
く
し
、
医
療
機
関
に
対
し
、
ケ
ー
ス
Ｄ
の
方
法

で
レ
セ
プ
ト
を
提
出
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
従

来
ケ
ー
ス
Ａ
〜
Ｃ
の
方
法
を
採
用
し
て
い
た
医
療
機
関
は
、
本

件
改
正
省
令
に
よ
り
、
機
器
設
置
や
事
務
職
員
の
教
育
等
の
た

め
の
費
用
の
支
出
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
３　

本
訴
訟
の
意
義

１　

は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
改
正
省
令
に
よ
り
オ
ン
ラ

イ
ン
請
求
は
２
０
０
８
年
４
月
か
ら
段
階
的
に
施
行
、
２
０
１

１
年
４
月
か
ら
医
科
歯
科
全
て
の
医
療
機
関
に
お
い
て
義
務
化

さ
れ
る
。
し
か
し
、
以
下
で
述
べ
る
と
お
り
、
全
国
保
険
医
団

体
連
合
会
が
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
全

国
の
医
科
１
万
１
０
６
９
件
、
歯
科
３
０
１
０
件
、
合
計
１
万

４
０
７
９
件
の
医
療
機
関
の
う
ち
、
医
科
１
３
３
６
件
（
12
・

２
％
）、
歯
科
２
１
２
件
（
７
・
２
％
）
が
、
義
務
化
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
「
開
業
医
を
辞
め
る
」
と
回
答
し
て
い
る
。
今

日
、
医
師
不
足
が
叫
ば
れ
る
中
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
義
務
化

す
る
こ
と
に
よ
り
、
上
記
の
と
お
り
地
域
医
療
に
貢
献
し
て
き

た
医
師
が
開
業
医
を
辞
め
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン

請
求
の
義
務
化
は
そ
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な

く
、
デ
メ
リ
ッ
ト
の
方
が
は
る
か
に
大
き
い
。
そ
し
て
、
当
該

制
度
を
強
行
す
る
こ
と
は
、
一
定
の
医
師
の
廃
業
、
切
り
捨
て

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

２　

全
国
保
険
医
団
体
連
合
会
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

（
略
）

３　

レ
セ
プ
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
に
よ
る
問
題
点

（
１
）
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
に
対
応
で
き
な
い
医
師
・
歯
科
医
師

の
切
り
捨
て

　

上
記
の
と
お
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
よ
れ
ば
、
医
科
１
３

３
６
件
（
12
・
２
％
）、
歯
科
２
１
２
件
（
７
・
２
％
）
が
、

「
開
業
医
を
辞
め
る
」
と
回
答
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
日
本
医
師
会
が
２
０
０
８
年
３
月
か
ら
４
月
に
か
け

て
若
年
層
も
含
め
た
全
年
代
の
会
員
を
対
象
に
行
っ
た
「
レ
セ

プ
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
報

告
」
で
も
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
に
対
応
で
き
な
い
た
め
廃
院

を
考
え
て
い
る
」
と
い
う
医
療
機
関
が
８
・
６
％
に
も
及
ん
で

い
る
（
甲
２
号
証
）。

　

地
域
医
療
に
貢
献
し
、
手
書
き
レ
セ
プ
ト
で
の
請
求
な
ら
、

そ
の
ま
ま
診
療
を
継
続
す
る
こ
と
が
可
能
な
医
師
で
も
、
オ
ン

ラ
イ
ン
請
求
が
義
務
化
さ
れ
れ
ば
、
新
た
に
レ
セ
コ
ン
の
操
作

を
覚
え
た
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
設
定
を
行
う
こ
と
は
困
難
な
者
も

お
り
、
こ
の
場
合
診
療
を
継
続
で
き
な
く
な
る
実
態
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
義
務
化
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
請
求
に
対
応
で
き
な
い
医
師
・
歯
科
医
師
を
切
り
捨

て
る
制
度
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
診
療
報
酬
は
、
医

師
・
歯
科
医
師
が
保
険
診
療
を
行
っ
た
対
価
を
請
求
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
請
求
方
法
が
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
に
限
定
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
得
ら
れ
る
は
ず
の
診
療
報
酬
を
得
ら
れ
ず

に
、
診
療
が
継
続
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。

（
２
）
医
療
機
関
の
負
担
増

　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
行
う
た
め
に
は
、
レ
セ
コ
ン
及
び
Ｉ
Ｓ

Ｄ
Ｎ
回
線
か
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
が
必
要
で
あ
る
。
現
在
手

書
き
レ
セ
プ
ト
の
医
療
機
関
は
、
一
か
ら
す
べ
て
導
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

埼
玉
県
医
師
会
の
試
算
に
よ
る
と
「
レ
セ
コ
ン
導
入
が
１
０

０
万
円
か
ら
３
０
０
万
円
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
、
レ
セ

電
算
処
理
ソ
フ
ト
導
入
や
オ
ン
ラ
イ
ン
化
な
ど
の
費
用
も
か
か

る
。

　

現
在
手
書
き
レ
セ
プ
ト
の
医
療
機
関
は
、
原
則
的
に
す
べ
て

の
導
入
が
必
要
に
な
る
の
で
、
３
０
０
万
円
以
上
の
費
用
が
か

か
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
従
業
員
の
雇

用
、
教
育
に
も
莫
大
な
費
用
が
か
か
り
、
す
べ
て
を
総
合
す
る

と
莫
大
な
費
用
負
担
と
な
る
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
利
点
と
し
て
、
紙
コ
ス
ト
の
削
減
が
あ

げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
請
求
前
の
院
内
チ
ェ
ッ
ク
は
、
レ

セ
コ
ン
画
面
で
は
行
え
な
い
た
め
、
結
局
レ
セ
プ
ト
を
打
ち
出

す
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
紙
コ
ス
ト
は
削
減
さ
れ
ず
、

オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
よ
る
出
費
が
増
え
る
だ
け
で
あ
る
。
オ
ン
ラ

イ
ン
請
求
の
義
務
化
は
、
Ｉ
Ｔ
業
界
の
需
要
喚
起
に
こ
そ
な

訴　

状
（
抜
粋
）

（10）


